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該当箇所 誤 正 
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〔図表１-３〕２行目 
①②のいずれかに該当する場合は、パートタイマーでも健康保険・

厚生年金保険の被扶養者となる。 

①②のいずれかに該当する場合は、パートタイマーでも健康保険・

厚生年金保険の被保険者となる。 
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下から９行目 
～、賃金が 60歳到達時に比べて 75％未満と～ ～、賃金が 60歳到達時等に比べて 75％未満と～ 
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例題 

 

Ｂさんは昭和 32年９月 10日生まれ（男子）である。 

 

63歳         65歳 
▼          ▼ 

報酬比例部分 

（129万 6,533円） 

老齢厚生年金 

（129万 7,188円） 

経過的加算を含む 

 老齢基礎年金（72万 8,970円） 

 

 

 
 ＜全部繰上げ（63歳０カ月で請求＞ 

63歳         65歳 
▼          ▼ 

報酬比例部分 

（129万 6,533円） 

老齢厚生年金 

（129万 7,188円） 

経過的加算を含む 
 

 

Ｂさんは昭和 31年９月 10日生まれ（男子）である。 

 

62歳         65歳 
▼          ▼ 

報酬比例部分 

（129万 6,533円） 

老齢厚生年金 

（129万 7,188円） 

経過的加算を含む 

 老齢基礎年金（72万 8,970円） 

 

 

 
 ＜全部繰上げ（62歳０カ月で請求＞ 

62歳         65歳 
▼          ▼ 

報酬比例部分 

（129万 6,533円） 

老齢厚生年金 

（129万 7,188円） 

経過的加算を含む 
 

以上 

129万 6,533円 202万 6,158円 129万 6,533円 202万 6,158円 


